
  

 

 

 

 

 

 公明党の推進政策が実施へ！ 

 

 

いちせニュース 
春号 Vol.23 

 

 

 

 

2022年 

浦安市議会議員    一瀬 健二 

とは？ 
 

浦安市におけるマイナンバーカードの普及は、令和４年３月時

点で５０％を超え、千葉県内でトップの普及率です。普及率が

高まることで今後、マイナンバーカードを活用した行政サービ

スの利便性向上への期待も高まります。公明党の衆院選公約で

あった、利用登録でマイナポイントが付与されるのは令和４年

６月から開始されます。健康保険証が利用可能となり、全国の

医療機関の８割で活用する意向が確認されました。また、令和

６年度中を目途に、運転免許証との一体化も進められます。 

 ■ マイナポイント 利用登録でポイント付与へ 

 

６年前、東京メトロで起きた視覚障がい者の転落事故を受け、 

国交省と鉄道事業者では、国や自治体の一部補助を得ながら、 

一日 10万人以上が利用する駅を優先的に整備する方針で 

駅ホームドア設置が進められてきました。公明党千葉県本部 

としても、ＪＲ東日本への要望書提出や、県議会で複数回にわたる議会質問、

また毎年の予算要望でも求めて参りました。ようやく浦安駅にもホームドア設

置が具体化され、令和６年度の完成を目指して工事が行われてきます。 

 ■ 令和４年度から浦安駅ホームドア設置工事が開始されます 

 

感染拡大収束のカギを握る飲み薬。昨年末に米メルク、次いで今

年２月に米ファイザーの飲み薬が国内で承認されました。これら

は『重症化リスクが高いコロナ患者』を対象に入院や死亡リスク

を抑えるタイプであるものの、高血圧患者など一部の薬と併用が

できない等、それぞれ処方の仕方に課題が。一方、国産の塩野義製

薬は日本人での治験数が多いうえ、『重症化リスクのない患者』も

対象としたことから、１２歳以上の軽症患者に幅広く投与可能と

の期待が高まっています。これは公明党が昨年４月以来、塩野義

製薬との意見交換会を契機に、二人三脚で開発を後押しするなど、

早期実用化と安定供給を一貫して推進し尽力して参りました。 

 ■ コロナ国産飲み薬の開発・供給を後押し 
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皆様からの声をお聞かせ下さい！ 浦安市議会議員 一瀬健二 

市民相談は 
LINE・メールで 
お気軽に！  

LINE QR コード 

浦安市議会ではこれまで、二元代表制の一翼を担う議

会としての権能を高め、市民の皆さまからの負託に応

えられる議会を構築していく『議会改革』の必要性を

議論して参りました。そして、前回の改選以降、議員

間で協議を行いながら、２年７ヶ月をかけ具体的に議

会基本条例の策定を行って参りました。このたび３月

の定例会において『浦安市議会基本条例』を発議し、

全会一致で可決致しました。次の改選まで約年となり

ますが、今後はこの基本条例に命を吹き込み体現化す

るため、具体的な努力を継続していきます。 

【２年７ヶ月の議論を経て『浦安市議会基本条例』を制定！】 

 

■防災・減災対策 

参院議員として、全国各地で頻発する豪⾬災害の対策に総⼒を挙げています。

特に、河川の氾濫危険度を「⾒える化」し、住⺠の迅速な避難を促す⽔位計の

設置を推進。国会質問を重ね、粘り強く訴えた結果、スマートフォンやパソコ

ンから、いつでも 誰でも河川の状況を確認できる⽔位計が、全国約９０００カ

所に設置されました。 

■社会的孤⽴の対策 

コロナ禍で深刻化する社会的孤⽴の対策にも全⼒を注いでいます。党対策本部

の事務局次⻑として、ＮＰＯや有識者らへのヒアリングを重ね、担い⼿となっ

ている⺠間団体への⽀援強化に取り組んできました。国⺠の命と暮らしを守る

政治の実現に、誰よりも「まっすぐ真剣」です。 

 

―まっすぐ真剣― 

竹内しんじ 

参議院議員（浦安市在住）、党遊説局長 
千葉県本部副代表 

 



 

 令和４年 ３月議会 一般質問（要旨） 

世界経済フォーラム２０１６の発表では、２０５０年には 

プラスチック生産量が約４倍に増加し『海洋プラスチック 

ごみの量が海にいる魚を上回る』とのこと。国において 

４月から『プラスチック資源循環促進法』が施行となる 

ことから、市の課題認識を質問しました。環境部長からは 

【プラスチック資源循環促進法では、新たにプラスチック 

製容器包装以外のプラスチックごみの分別収集、及び再商品化などの規定が盛

り込まれました。プラスチックごみの削減、リサイクルの促進は重要かつ喫緊

の課題であり、市では『リフューズ、リデュース、リユース、リサイクル』の

４Rの推進強化と、分別収集の新たな仕組みづくりについて検討し、事業者に

よる自主回収についても連携協力してまいりたい】との考えが示されました。 

登校しづらい児童生徒が全国で過去最多との報道があ

り、進学でも就職でもなく卒業する生徒も。その場合は、

卒業後の将来形成を支援する仕組みが必要です。市のア

ンケート調査では、回答者の８割が「社会との接点が持

ちづらい方の相談窓口を知らない」とのこと。お知らせ

方法の課題認識と、新年度の取り組みを質問したところ、

副市長から【実施したアンケート結果において、市も課

題と考えています。周知活動をしていくとともに、関係

部署・機関とネットワークを構築し、連携を図りながら

相談支援につなげていきたい】との考えが示されました。 

 

【浦安市ゼロカーボンシティ推進計画を前へ！ 】 

【社会環境が変化しても誰ひとり取り残さない仕組みを！】 

 ■１．プラスチックごみ削減とリサイクルの促進を！ 

 

 

 

 

■２．卒業後の将来形成を応援するために！ 

 ■３．気軽に通える居場所づくりの整備を！ 

社会との接点を持ちづらい方が社会参加していくには、早いうちに機会を持っ

て対応していくことが重要です。若者支援としてもとらえつつ、今後の整備に

「居場所ともいえる事業拠点」の必要性を質問しました。福祉部長から【社会と

の接点が持ちづらい方への支援は、同じ悩みを抱える人が集える場や無理なく

参加できる場が必要と考えています。新年度からひきこもり相談と就労準備支

援を一体的に行う事業の中で、把握したニーズを反映させながら居場所づくり

を進めてまいりたい】とあり、市内・市外にとらわれない整備を要望しました。 

 

 

 

ネットパトロールではネットいじめを防ぐことに限界を感じ、

ネットいじめ対策として新たな取り組みが必要と考え質問し

ました。教育総務部長からは【児童生徒によるＳＮＳ上でのい

じめは、家庭で購入されている携帯端末によって発生している

ことが 

ネット上での人権侵害は深刻化しており、政府は社会問題となっているネット

上の誹謗中傷を抑止するため、刑法などの関連法の改正案を閣議決定しました。

ネット上の法整備が急速に進む中、教育現場でもその影響から今後の対応が必

要と考え、浦安市のネットいじめ対策である「浦安市いじめ防止基本方針」に

ついても、見直しおよび修正を推奨しました。教育総務部長からは【教育現場

における情報化が急速に加速している中、児童生徒の不適切な端末の取り扱い

も各地で問題となっていることから、市教育委員会では、学校と家庭とが連携

して児童生徒の情報モラルや活用能力の育成を図るため、今年３月に『１人１

台端末を上手に使うためのガイドライン』を策定しました。また「浦安市いじ

め防止基本方針」は、これまでもネットいじめに関する内容も含め必要に応じ

て見直しを図っており、令和４年度にも改訂を予定しています】とありました。 

【子どもたちをネットいじめから守るための環境整備を！】 
 ■１．ネットパトロールの限界と新たな展開は？ 

 ■２．ネット上における法整備に合わせ、方針の見直しと修正を！ 

 

ことが多いため、学校では発見しづらく、また、発見しても対応が遅くなって

しまうのが現状です。各学校では、いじめに関する指導を、道徳や特別活動の

授業で行うとともに、情報リテラシー教育などの講習会に、保護者にも参加を

呼びかけ、児童生徒と一緒に考える取組みを進めているところです。 

また、各家庭においては、子どもと一緒に機器の使い方やマナーについて十分

に話し合い、正しい使い方を身に付けさせていただくよう、学校便りや保護者

会などで周知しています。今後とも、学校と家庭の両輪で、ネットいじめの防

止に取組んでいくことが、重要であると考えています】とありました。 

スマートフォンを持つ子どもたちが、してはいけないことや、自らを守るため

の手立てについて学べる機会を要望したところ、教育長からは【本年２月に行

われた総合教育会議では『ＳＮＳの利用に学校や家庭がどうかかわるべきか』

という議題で話し合いがあり、教育委員や市長から、さまざまなご意見や助言

を頂きました。この問題は、子どもだけの問題とせず、我々大人も、同じネッ

ト社会の中で生活していることから、それぞれの立場で、責任と自覚をもって

対応に当たることが重要であると考えており、今後も、児童生徒と保護者がと

もに学べる取組みを充実させてまいります】との考えが示されました。 

 

 ■３．ネット社会での子どもたちと大人のあるべき対応は？ 


